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文責：津田 

～「いじめや差別のない託麻北小に！」 12 月全校朝会校長講話より～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

☆12月12日(月)～23日(金)を託麻北小校内人権旬間と定め、人権学習を進めて参ります。人権旬

間の目的は、「人権学習などを通して、差別の解消に取り組むことができるよう、人権意識を高める。

また、児童への人権教育活動を通して、教師としての人権意識の振り返りの機会とする。」です。また、 

12 月 20 日(火)の 3 時間目に Zoom 配信による託麻北小人権集会を開催します。子どもたちに、

正しい人権意識と態度を育て、幸せな社会を実現できる力を身に付けさせることは、我々大人に課せ

られた責任です。是非ともご家庭において「人権」について話し合う場を設けて頂けたらと思います。 


